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Ⅳ 行財政システム改革大綱・実施方策の達成状況 平成 15年度 
１ 概要説明 
三鷹市行財政システム改革大綱（以下「大綱」という。）、三鷹市行財政システム改革実

施方策（以下「実施方策」という。）は、三鷹市における自治体経営の新しい目標像を「21
世紀型自治体＝効率的で開かれた自治体」と定め、自治体改革の基本的な考え方と具体的

な行動計画を明確にするために平成 12 年に策定したものです。 
この大綱及び実施方策は、三鷹市のこれまでの行財政改革の成果を踏まえて、「７つの

基本的な視点」と「４つの新機軸」により一層改革の推進を図ることとし、目標年次であ

る平成 17 年（2005 年）までに具体的に取り組むべき課題を定めたものです。 
大綱では、主要

財政指標と行政

経営品質評価で

成果目標の設定

を行っており、実

施方策において

も、個別の取り組

み課題において

重要性や優先度

により「重点課

題」、「緊急課題」、

「推進課題」に区

分し、実施時期な

どを明確にした目標設定を行っています。 

 
 

７つの基本的な視点（７つのＣ） 
(1) 新しい課題への挑戦（Ｃhallenge） 

(2) 「市民満足度」の向上（Ｃitizen） 

(3) 競争原理の導入（Ｃompetition） 

(4) 協働による実行（Ｃollaboration） 

(5) 人財育成に向けた学習環境の醸成

（Ｃulture） 

(6) 協議による積み重ね （Ｃonsultation）

(7) 絶えざる検証（Ｃheck） 

４つの新機軸 
(1) 改革の風土づくりと学習

環境の醸成 

(2) 地方分権の推進と自治体

経営の強化 

(3) 協働型市民参加の推進と

「市民満足度」の向上 

(4) 透明で公正な行政の確立

《自治体経営の目標像》

21 世紀型自治体＝効率的で開かれた自治体

改革の基本方向 
（概念図） 

〔図Ⅳ－１〕 行財政システム改革の基本方向 

こうして定めた目標の達成に向けて積極的に行財政改革に取り組んだ結果、平成 15 年

度までで、大綱については目標の水準を達成あるいは概ね順調に取り組みが進んでいます。 
  実施方策の課題についても取り組みが進んでおり、一部を除いて目標を達成しています。   
  （次ページ ３ 行財政システム改革実施方策の達成状況 参照） 

注：平成 15 年 11 月に新たな行財政改革プランの策定に取り組むための基本方針である「『三鷹市

行財政改革アクションプラン 2010』策定基本方針」を策定し、現在、平成 22 年度までを実

施期間とした「三鷹市行財政改革アクションプラン 2010」の策定作業を行っています。（平

成 16 年度中に策定） 

 

２ 行財政システム改革大綱の達成状況 
大綱の目標年次である平成 17 年までの主要な成果目標とその実績については、次のと

おりです。 
主要財政指標は、引き続き財政の健全性の維持に努めたことによりその目標水準を達成
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しています。また、行政経営品質評価のレベルアップについても、経営品質の向上を目指

した具体的な取り組みを進めています。なお、日本経営品質賞（経営品質協議会が推進す

る表彰制度）において、平成 15 年度から地方自治体部門が表彰対象に加えられたことか

ら、同賞における受賞を新たな目標に加えること検討します。 
 
(1) 主要財政指標の目標設定 平成 14 年度 

 目標(平成 17 年まで) 平成 14 年度実績 (平成 12 年度実績)

１  経常収支比率 概ね 80％台を維持すること  84.7  %   ( 87.8 %) 

２(1) 公債費比率 概ね 15％を超えないこと   9.5  %   (  9.2 %) 

(2) 準公債費比率 概ね 19％未満となること   13.0  %   ( 12.7 %) 

これらの、財政指標などを含めた財政状況の推移と分析は、「Ⅴ 三鷹市の財政状況

平成 14 年度」（134 ページ以降）で詳述しています。 
 

 (2) 行政経営品質評価の目標設定 
 目標(平成 17 年まで) 平成 15 年度実績 

行政経営品質評価

基準 
 
(平成 12 年度の評

価：[Ａ]) 

[ＡＡ]のレベルとなるこ
と 

引き続き、行政経営品質向上を目指

し、情報収集や評価技術の習得に取り

組んだ。 

認定アセッサー（１人）の養成 
（その他[グレード２]まで１人受講） 

 2003 経営品質賞受賞企業報告会(2

月 19 日､20 日)に参加 

 

(注)「AA」のレベル：「行政経営品質評価
基準」では、「経営品質改善によって高い
住民価値を提供する仕組みが全庁的に展
開され、多くの領域でトップレベルを達成
し、それを維持している。いくつかの重要
な領域でベンチマーキング対象組織なる
レベル」とし、全国的にもトップレベルに
なることを意味している。 

 
３ 行財政システム改革実施方策の達成状況 
実施方策で掲げた取り組み課題について、平成 15 年度末時点における達成度などによ

る進捗状況については次のとおりです。 

達成 一部達成 検討、準備中 未着手
計画全体・目
標の見直し

合計

重点課題 3 1

緊急課題 40 12 5 57

推進課題 47 24 16 1 5 93

合計 90 37 21 1 5 154

4

注：達成＝平成 15 年度までの目標を達成したもの（最終目標<平成 17 年度まで>達成を含む） 

課題の区分ごとの取り組み状況は以下のとおりであり、重点課題と緊急課題については、

年次ごとの目標と実績、進捗状況に対する評価を明記しています。 

109  



（1） 「重点課題」の達成状況一覧 
２地方分権の推進と自治体経営の強化(4)柔軟で機動的な組織づくり 

②組織の統廃合等による簡素化 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成 12 年４月に部の数を 10 から７へと３部

減らすなど大幅に組織を見直した。平成14年

４月には、学童保育など青少年育成に係る事

業を市長の事務の補助執行として教育委員

会に移管し、子育て支援室・生涯学習課等

の大幅な組識の見直しを行ったほか、高齢

者福祉課と介護保険課の統合（係の統廃

 新基本構想・第３次基本計画の

策定に伴う推進体制を整備し、行

政の一層の効率化を図るととも

に、市民活動の支援、情報化の

推進、市民の安全安心など新た

な行政課題に柔軟・適切に対応

することができる。 

組織の見直しの実施 

合を含む）等を実施した。また、平成 14 年度中には、国民年金事務の一部国

移管による保険年金課年金係の見直しを行い、年金事務を市民課に移した。平成

15 年４月には、私立学校事務を市長の事務の補助執行として教育委員会に移管

し、７月には、市民課各係の事務分掌を見直し、係の名称を庶務・年金係、届出・

証明係及び戸籍記録係に改めた。11 月には都市計画課地区計画支援担当を新

 

２地

職

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

[実施方策における体系名（以下同じ）]

年度

目標

実績

 

年度

目標

実績
年度別状況と現状の評価 

 １２ １３ １４ １５ 

 検討 

組織見

直しの

実施（一
部） 

組織見

直しの

実施 

組織見

直しの

実施 

 実施 
一部 

実施 

一部 

実施 

一部 

実施 

評価 一部達成 
設した。 
 平成 16 年度に向けては、新たな行政課題に対応するため、安全安心課、相

談・情報センターの新設などの検討を行い、組織条例を改正した。 

方分権の推進と自治体経営の強化 (5)職員の適正配置と人事考課の導入 ①職員定数の見直し 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

員定数の見直し  平成８年度から平成12年度まで96人の純減

を達成し、引き続き平成18年度当初までの５

年間に120人の減を予定していたが、平成16

年度当初に28人の見直しを行い、２年前倒し

で達成率100％を実現した。 

 

 

 

        （平成16年度当初） 

         

平成13年度（決算） 

38人×9,062千円＝344,356千円

平成14年度（決算） 

22人×8,897千円＝195,734千円

平成15年度当初（予算） 

32人×9,143千円＝292,576千円

【参考】 

平成16年度当初（予算） 

28人×9,022千円＝252,616千円

 〔各年度とも単年度効果〕 

 

年度別状況と現状の評価 

 １２ １３ １４ １５ 

 
計画期間中 

120 人の見直し 

 

見直

し計

画の

策定 

定数見

直し 

38 人 

定数見

直し 

22 人 

定数見

直し 

32 人 

評価 達成 
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２地方分権の推進と自治体経営の強化 (5) 職員の適正配置と人事考課の導入 ③人事考課制度の導入 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

人事考課制度の導入  平成13年度より課長補佐職職員以下全員を

対象に、人事考課を実施している。（毎年11

月１日を基準日） 

 実施にあたっては、課長補佐職以上の管理

職全員に対し、８～16時間の考課者訓練を行

い、客観的基準に基づいて人事考課を実施

し、制度運用の重要な柱としてのフォロー面

接の徹底を図った｡ 

 また昇任昇格選考を実施し、その中で人事

考課結果を活用し、筆記選考と合わせて客観

的な基準による職員の能力実証を行い、意欲

ある職員の登用により組織の活性化を図っ

た。 

 個別フォロー面接の際、被考課

者は過去１年間での仕事の成果

と、今後１年間の業務達成目標を

考課者と確認し合い、組織目標と

個人目標を同調させる。昇任昇

格にあたっては公平公正な選考

制度により、計画的・効率的な業

務遂行に資することができる。 

 

 

 

 

３協働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 (2) 「市民満足度」の向上 ①行政評価制度の確立 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

総合行政評価システムの

確立 

年度別状況と現状の評価 

年

度 

 

１２ １３ １４ １５ 

目

標 

検討

試行 

検討

試行 〔段階的構築〕 

実

績 

一部

実施 

一部

実施 

総合行政

評価システ

ムの確立 

事業評価

の試行 

事 業 評 価

の実施 

「各部の運

営方針と目

標」の導入 

 

評価 達成 

従来の行政評価の取り組みを体系化し、

「三鷹市総合行政評価システム」として確立し

た。こうした行政評価を始めとする自治体経営

の成果・取り組み等を積極的に情報提供する

ものとして、平成14年度から「三鷹市自治体経

営白書」を発行している。 

 そのほか、①事業評価の実施、②行政経営

品質評価の取り組み、③利用者等意向(満足

度)把握状況調査、④職員意識調査の実施、

⑤活動基準原価計算（ABC）手法の調査研究

などを行った。また、平成 15 年度には、新た

な取り組みとして、「各部の運営方針と目標」

の策定を行った。 

 事業評価の実施により、成果主

義に基づく自治体経営の推進に

寄与するとともに、各部の自主的

な予算編成方式を実施した。ま

た、「三鷹市総合行政評価システ

ム」を確立することにより、「行政

経営品質評価」を中核とした個別

の評価取り組みの体系化が図ら

れた。さらに部の運営方針と目標

の設定を行い、市民の視点に立

った各部の使命と目標を明ら

かにした。 

年度

目標

実績

 

 
（2） 「緊急課題」の達成状況一覧 
１改革の風土づくりと学習環境の醸成 (1)改革の風土づくり ①リーダーシップの確立 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

課内目標管理制度の導入 
 

基本計画の主要事業の着実な推進を

図るため、事業評価を実施した。 

平成 15 年度は、平成 14 年度の試行

に続き、従来の事務事業進行管理をベ

ースとして発展させた事業評価を実施し

た。なお、平成 15 年度からは、「重点管

理事業」と「部内管理事業」に加え、「課

内管理事業」を設定して、評価を行っ

平成 15 年度からは、「重点管理

事業」と「部内管理事業」に加え、

「課内管理事業」を設定したこと

により、課内においても目標管理

制度を実施し、各部において、対

象事務の達成状況を把握し、管

理することができた。 

「事務

よる事

年度 １

目標 

実績 

評

年度 １

目標 

実績 

評

 

年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

 検討 導入  

 検討 
検討(事業評
価の試行) 

事業評価の

実施 

価 達成 
た。 

研究会設置規程」制定に

務研究会の制度化 

「事務研究会設置規程」は制定してい

ないが、平成13年度に制定した「職員提

案実施要領」において、応募資格を職員

個人とともに、職場のグループを含む「職

員グループ」とし、職場単位のグループ

においても改善提案を行えることとし、平

成14・15年度の職員提案も同様の制度

で募集した。 

 

事務研設置規程は制定してい

ないため、同規程制定による直

接的な行革効果はない。しかし、

「職員提案実施要領」において、

応募資格に職場のグループを含

む「職員グループ」と明確化した。

（平成 15 年度の職員提案では、

職場グループの応募実績は１グ

ループ） 
年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

 検討・導入   

 
職 員 提 案

の改善・実

施 

職 員 提 案

の実施 
職員提案

の実施 

価 検討、準備中 
年度別状況と現状の評価 

 １２ １３ １４ １５ 

 検討 導入 運用 運用 

  導入 運用 運用 

評価 達成 
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１改革の風土づくりと学習環境の醸成 (2)人づくりに向けた学習環境の整備 ①「人財育成基本方針」の確立 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

「三鷹市人財育成基本方針」の

策定 
 

 平成13年度より人事考課制度及び昇

任昇格制度が導入され、より客観的な能

力実証に基づく人事任用制度がスタート

した。この制度の運用を図る中で、｢三鷹

市人財育成基本方針｣にふさわしい三鷹

市職員としてのあり方、組織が求める人

財のあり方について実施した職員意識

調査の結果を反映し、平成 15 年度に基

本方針を策定した。<P-25 Ⅰ-2-（４）-

② 参照> 

 ｢三鷹市人財育成基本方針｣が

策定され、平成 16 年度から着手

する、人財育成推進のプログラム

構築への基礎となった。 

 

 

２地方分権の推進と自治体経営の強化 (1)地方分権の推進 ①地方分権一括法施行への対応 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

東京都第２次地方分権推進計

画による、事務・権限移譲への

対応の検討 

 

 平成 12 年度に策定された東京都第２

次地方分権推進計画に基づき、東京都

より事務処理特例による事務移譲の協

議が、平成15年度は新たに16件提案さ

れた。東京都市長会より下命を受けた企

画財政部長会等で検討した結果、心身

障害者医療費関係の事務等の６件の事

務を受け入れることを了承した。 

 

 

 

 市民に身近な事務が都から市

へ移譲されることにより、市民の

利便性の向上と、より市民のニー

ズを反映した事務の執行を行うこ

とができるようになる。しかし、都

の事務移譲の提案においては、

必要な財政措置や人的支援が図

られるよう、十分な協議を行う必

要がある。 

平成12、13年度に法定外・法定公共物

の譲与を受け、市全域の手続きが完了し

た。 

里道、水路等の公共物の管理に関する

条例及び規則が平成13年４月１日に施

行され、これに伴い土地権利者から水

路、道路など公物の処理についての相

談が増加してきた。市の基本的な方針と

して、原則としてまちづくりのため付替え

等により道路拡幅を指導している。 

三鷹市全域の譲渡規模 

延長174㎞、面積約50万1千㎡ 
法定外公共物財産権譲与制度

の活用 

平成14年度は12件、平成15年度は20件の相談が発生している。 

今後、地権者の申請ごとにまちづくりに寄与する方向で処理していく。 

 

２地方分権の推進と自治体経営の強化 (2)財政基盤の確立 ②都市税財政の充実・強化 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成12年11月に都市税財政研究会を

設置し、新税検討チーム及び収納向上

策検討チームの２つの専門チームを発

足させた。具体的な調査研究は専門チ

ーム毎に行い、調査研究結果をまとめた

検討結果は、「市税収納率の向

上」の取り組みに反映した。 

また、納税課組織見直しにより、

納税課職員の減（２人）が図られ

た。 

都市税財政研究会の設置 
 

報告書を平成13年10月に市長へ提出した。 

①新税について20件の案（うち独自案18件、他団体検討例２件）を検討した

が、即時導入可能な新税案を見い出すには至らなかった。②収納率向上策

については、間接的収納率向上策、予防的収納率向上策、徴収対策強化に

より大別し、管理職による滞納整理支援策を提言し、平成12年度（全管理

職）、平成13年度（市民部管理職）、平成14年度（市民部係長職以上職員）に

実施した。また、口座振替の推進、納税課組織の見直しなどを提言実施し

年度 １

目標 策

実績 
内

検

 

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標 
検討・

対応 
→ → → 

実績 検討 
東京都

と協議 
同左 同左 

評価 達成 

 

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標 
検討・

対応 
→ → → 

実績 検討 

公物管理

条例・規

則施行 

活用 活用 

評価 一部達成 

 

 

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標 
研究会

設置 
   

実績 
研究会

設置 

報告書

提出 
  

評価 達成 

 

最終目標達成済
年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

定    

容 

討 
内容 

検討 

内容検討 

｢職員意識調

査｣の実施

策定 

評価 達成 
た。 
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２地方分権の推進と自治体経営の強化 (2)財政基盤の確立 ④経常経費の節減とコスト意識の徹底 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

庁内ＬＡＮを活用した、財務会計

システムの構築による予算編成

手法の改善 

各部における自主的な予算編

成の推進 

シーリング方式の拡大 

予算を節約するインセンティブ

手法の検討 

スクラップ・アンド・ビルド、サン

セット方式の徹底 
 

 

 財務会計システムを活用して、平成15

年度予算編成から、予算編成方式の見

直しを行い、経常経費に係る予算要求

枠の拡大を通じて、各部における自主的

な予算編成を推進することとした。 

 予算要求において経費種別(Ａ経費、

Ｂ経費、Ｃ経費)を設定し、このうちＣ経費

については従来の枠配分の約25億円か

ら約65億円に拡大を図ることにより、各部

において、既存事業の見直し、実施方法

の効率化に自主的に取り組み、配分額

の範囲内で新規・拡充事業を含み予算

見積りを行うこととした。 

 なお、各部では財務会計システムを活

用した要求状況の集計、把握、枠配分

内での一定の部内調整などが行われ、こ

れが予算編成に反映された。 

 

 従来の紙ベースの予算要求で

は、所管部における要求状況の

集計に手間取り、提出時まで把

握できない状況も見受けられた

が、財務会計システムの整備によ

り、迅速な集計、把握が可能にな

り、一定の部内調整を図ったうえ

で要求が提出されるようになっ

た。 

 各部における自主性、コスト意

識の徹底による経常経費の節減

を図るとともに、新規・拡充事業に

対する財源の確保と歳出総額の

抑制を図った。 

 なお、平成16年度予算編成に

おいては、Ｃ経費の配分の際に、

約1.9％(約1.3億円)の削減を行っ

た後に配分を実施した。 

予算編成と事務事業評価シス

テムの連携 
 

 平成14年度から試行した事業評価制

度との連動を図りながら、予算編成方式

の見直しを行い、従来の政策的・投資的

事業事前調査、政策的・投資的事業理

事者協議に代わるものとして｢事業評価

審査会｣「政策会議」に取り組み、新年度

に向けた評価対象事業を把握し当初予

算に向けた事前調査とした。 

 

 従来の「事務事業の進行管理

表」「政策的投資的事業調書」

「実施計画の達成状況調べ」など

の調書の「事業評価表」一本化に

より予算資料が合理化された。ま

た、次年度予算の編成にあたり、

中間評価の結果を反映させること

による既存事業の適切な見直し

の実現を図ることが可能となっ

た。 

なお、平成16年度予算編成に

おいては、政策会議の結果を踏

まえ、「重点的に取り組む検討課

題」を予算編成方針に明示するこ

とにより、施策の重点化を図ること

ができた。 

 

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標  検討 検討 実施 

実績  

予算編成

手法等の

改善検討 

予算編成

手法等の

改善実施 

実施 

評価 達成 

 

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標  検討 検討 実施 

実績 

目標管

理の一

部実施 

｢事業評

価制度｣

の検討 

｢事業評

価制度｣

試行実施 

実施 

評価 達成 
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２地方分権の推進と自治体経営の強化 (2)財政基盤の確立 ⑤市税収納率の向上 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

市税収納率の向上 
 

 

①平成13年度から、３係を２係とし、納税

整理係を３グループ制にし、組織の簡素

化及び平準化を図るとともに、事務分掌

の全面的見直しにより、納税管理係にお

いても特別整理期間の夜間電話催告を

行うなどの滞納整理支援事務を担当し、

滞納額の縮減に向けて職員体制を強化

した。 

②口座振替加入者の促進策として、平

成13、14、15年度課税通知（市民税・固

①滞納繰越額の縮減（平成12年

度・平成15年度比約２億３千万

円）、滞納繰越分収納率のアップ

（平成12年度・平成15年度比で

約0.6％）。 

②平成13、14、15年度で口座振

替加入率が約9.0％伸び、新規

滞納者及び滞納整理事務の縮

減につながった。 

③平成13、14年度で職員2.5人

 
２地方

国民

 

 

 

２地方

内部

価・改

経営

の実

 

 

 

年度 

目標 

実績 

評

 

年度 

目標 改

実績 

年度 

目標 

実績 実

 

年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

検討 一部実施 → → 

検討 実施 実施 実施 

価 一部達成 
定資産税）に口座振替申請書を同封し、

口座振替の促進を図った。 

③平成13年２月に全管理職、平成13年

12月には市民部管理職全員、平成14年

12月及び平成15年12月に市民部管理

職及び係長職による滞納整理事務の支

援（滞納者宅訪問）を実施した。 

④平成14年11月より収納管理システムの

夜間（午後7時30分）及び土曜日（午後5

時）稼働を開始し、特別整理期間以外で

も夜間及び土曜日に滞納整理事務を行

えるようにした。 

削減、超過勤務は約300時間削

減（平成13年度・平成14年度比）

された。 

④平成15年度には、事務改善に

より納税管理係で職員１人減を

し、納税整理係の職員を１人増す

ることにより、実質的な滞納整理

組織の増強を図った。 

（財源効果  職員１人の平均賃

金９００万円） 

  

分権の推進と自治体経営の強化 (2)財政基盤の確立 ⑥国民健康保険税の改定 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

健康保険税の改定 国民健康保険運営協議会を４回開催

し、平成16年１月に答申を受けた。平成

16年３月に国民健康保険条例を次の内

容で改正し、４月に施行した 

医療分 

 均等割額 22,500円→ 24,700円 

 限度額  510,000円→520,000円 

介護分 

 所得割額  26/100→  47/100 

 均等割額  7,200 円→ 10,800 円 

 限度額   60,000 円→ 80,000 円 

平成14年度一般会計繰入金（決

算）1,834,000千円（20.８９％） 

 平成15年度一般会計繰入金

（決算）2,265,052千円（24.20％） 

平成16年度一般会計繰入金（予

算）1,807,404千円（20.00％） 

分権の推進と自治体経営の強化 (3)効率的な自治体経営の確立 ①事務事業評価システム等の確立 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

アセッサーの養成と内部評

善の継続 

品質賞受賞企業への調査

経営品質協議会の実施するアセッサ

ー養成講座に職員を派遣し、認定アセッ

サーの資格を取得した（平成14年度まで

２人取得）。 

平成15年度は、１人が認定アセッサー

の資格を取得し、他の受講者も、各段階

のグレードの講習を受講している。また、

日本経営品質賞の受賞企業による報告

会・研究会に参加し、受賞企業の経営改

善の取り組みを調査した。 

セルフアセスメントの推進体制

を築くとともに、アセッサー養成講

座で得た経営品質向上に関する

情報等を、政策立案等に活用し

ている。 

受賞企業報告会で得た経営改

善のノウハウを、行革や行政評価

の推進に活用している。 

 

施 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

 検討・実施 → → 

施 実施 実施 実施 

評価 一部達成 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

定済 改定検討 → → 

改定 

実施 

改定 

見送り 

改定 

実施 
改定検討 

評価 達成 
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項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

平成12年度から「事務事業進行管理」

を目標管理シートに改め、成果評価が可

能となるようにし、平成13年度に「事業評

価制度」の導入に向けた準備を行った。

平成14年度に同制度を試行して、第３

次基本計画の主要事業等の執行管理に

成果評価の観点を盛り込むとともに、財

 従来の目標管理シートに、予算

の政策投資予算事前協議の提出

資料を融合させたことにより、調

書の重複作成の事務が合理化さ

れ、事業概要資料としての機能も

向上した。また、各部の自主的な

予算編成方式を実施した。 

事務事業評価と目標管理・

予算編成との連携 

行政評価推進委員会の設置 

 

務会計システムの導入に伴う新しい予算編成方式との連携により､従来の政

策投資予算事前協議を政策会議に改め、事業評価と予算編成の連動を図

り、平成15年に本格的に実施した。行政評価推進委員会の設置について

は、附属機関として行政評価検討委員会を設置するのではなく、２次評価を

行う内部組織である事業評価審査会の委員として、市長が学識者等を指名

することができることとした。 

 また、三鷹市国際ネットワーク研究会における「シティズ・オブ・トゥモロウ」の

成果であるＱoＬ指標の研究を通じた行政評価に関する学識専門家の意見を

聞く（平成１３年度・平成１４年度）ほか、各種行政評価・自治体経営に関する

セミナーに参加して意見交換、本市に対しての視察・取材等における意見交

換など、積極的かつ多角的にノウハウの獲得や意見聴取に努めた。 

ＡＢＣ手法によるコスト削

減方策の導入 
 

 平成12年度に実施した三鷹駅前市政

窓口におけるＡＢＣ手法によるコスト分析

の結果をもとに、平成14年10月から同窓

口業務の土曜開設を含めた㈱まちづくり

三鷹への委託を実施した。 

平成15年度は、「関東ベンチマーキン

グコンソーシアム」に参加し、引き続き本

市の総合行政評価システムの重要な要

素である「コスト評価」のうち「事業コスト

評価」の手法の確立と評価の実施を進め

ＡＢＣ手法によるコスト分析の

結果をもとに、平成14年10月から

同窓口業務の土曜開設を㈱まち

づくり三鷹への委託により実施し

た。 

これにより、従来と同水準の事

業費でサービスの拡大が図られ

るとともに、今後委託のメリットを

活かしたコスト削減の可能性が広

がった。 

※ＡＢ

定等

Ａ

視点

 

２地方

総合

設仕

総合

管理

り方の

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標 

目標管

理の一

部実施 

検討・

実施 
→ → 

実績 

目標管

理の一

部実施 

事業評

価制度

の検討 

事業 

評価 

の試行 

事業 

評価 

の実施 

評価 達成 

 

年度 

目標 

実績 

 

年度 

目標 

実績 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

 
検討・

実施 
→ → 

実施 
調査・ 

研究 

調査・

研究

調査・ 

研究 

評価 達成 

るために、ＡＢＣ／ＡＢＭ手法※の適用を

前提とした調査・研究を実施した。 

Ｃ手法（活動基準原価計算：Activity Based Costing） 事務処理の流れ等を調査の上、活動単位の原価計算や評価指標の策

を行い、事務全体の分析・改善を行う手法である。 

ＢＭ（活動基準管理：activity based management）とは、ＡＢＣによって活動ごとに把握された原価情報などを活用し、コストの

から事務の活動レベルの改善を進める管理手法である。 

分権の推進と自治体経営の強化 (3)効率的な自治体経営の確立 ②事務事業等の見直し 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

スポーツセンター（仮称）建

様・運営形態の検討 

スポーツセンター（仮称）の

運営とスポーツ振興課のあ

 総合スポーツセンター（仮称）の建設・

運営手法におけるPFI等の事業手法を

検討するため、平成14年度に財団法人

地域総合整備財団のＰＦＩ説明会に参加

した。このような情報収集をもとに、平成

14年度から庁内職員によるＰＦＩ等事業

手法の研究・検討を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 総合スポーツセンター（仮称）の

整備等について、財政資金の効

率的活用、事業の効率性の追

求、資産の有効活用を図る観点

から、ＰＦＩ等の民間活力を活用し

た事業方式を検討する。 

検討 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

第 3 次基本計画の中で検討 

第３次基

本計画で

検討 

第３次基

本計画で

検討 

PFI 等の

事業手

法の研

究・検討 
→ 

評価 検討、準備中 
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２地方分権の推進と自治体経営の強化 (3)効率的な自治体経営の確立 ③役割分担の見直しと民間委託化の推進 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

公設保育園の民間委託化等の

推進 

 東台保育園、三鷹駅前保育園におい

ては保育運営委託業務が円滑に実施さ

れ、利用者の満足度も高い水準にある。

牟礼保育園は平成15年度に建替工事

を実施し、竣工した。運営委託事業者の

選定・決定はプロポーザル方式により行

った。平成16年４月の開園に向けて、開

設準備、園児の募集を行った。 

 

 

 

 

 牟礼保育園が16年４月に３園目

の公設民営保育園として開園す

る。 

 増加傾向にある待機児童の解

消に向けて88人の定員増加を図

った。公設民営による保育園運

営によって多様な保育ニーズに

柔軟に対応するとともに、経費の

節減を図ることができた。 

 

２地方分権の推進と自治体経営の強化 (3)効率的な自治体経営の確立 ⑤公共施設計画の見直し 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成13年４月：「三鷹市立幼稚園廃止

に関する検討委員会」設置 

 平成13年７月：「三鷹市立幼稚園廃止

に関する検討委員会報告書」教育長へ

提出 

公立幼稚園（３園）に係る、職員

人件費（１億２千万/年間）及び運

営費（１千８百万/年間）の削減 

公立幼稚園廃止手続等の検討 

 平成14年３月：「三鷹市立幼稚園廃止方針」(案)作成 

 平成14年４月：定例教育委員会「三鷹市立幼稚園廃止方針」可決 

 平成14年６月市議会に、「三鷹市立学校設置条例の一部を改正する条例」

を提案し、議決された。（大沢台幼稚園を平成17年４月１日に、ちどり幼稚園

を平成18年４月１日に、こじか幼稚園を平成19年４月１日に廃止することが決

定した。） 

 跡地活用を検討するために、庁内推進会議を立ち上げて幼稚園跡地活用

 
２地方

事務
 

年度別状況と現状の評価 

年度 １２ １３ １４ １５ 

目標 検討 
東 台 保

育 園 開

所 

三鷹駅前

保育園開

所 
  園の開所 

 牟礼保育 

 準備 

実績 

東台保

育園開

園準備 

東 台 保

育 園 開

園 

三 鷹 駅

前 保 育

園 開 園

準備 

三鷹駅前 

保育園開

園 

牟礼保育

園基本設

計及び実

施設計 

牟 礼 保 育

園建替え工

事竣工。運

営 事 業 者

決定。開園

準備 

評価 達成 

 

年度 

目標 

実績 

評

年度 

目標 検

実績 
検

実

評

 

年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

廃止に

向けた

検討 
→ → → 

  

庁内専門

チームの

立ち上げ

及び跡地

活用の検

討 

検討 

価 一部達成 

の検討を進めた。 

 

分権の推進と自治体経営の強化 (4)柔軟で機動的な組織づくり ②組織の統廃合等による簡素化 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成13年度は里道・水路等の公共物

管理に関する事務の位置づけをはじめと

した見直しを行った。平成14年度は、組

織改正にあわせた事務分掌の大幅な見

直しを進めたほか、まちづくり研究所など

事務分掌の調整を行った。さらに、三鷹 

 機能面に着目した既存事務体

制の見直しと新たな行政課題へ

の柔軟な対応により、行政効率を

高め、市民サービスの向上を図る

ことができた。 

分掌の見直し 

駅市政窓口業務を（株）まちづくり三鷹へ一部委託したほか、建築リサイクル

法に基づく事務の位置づけ、国民年金事務の一部国移管に伴う事務分掌の

調整を行った。 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討 → → → 

討・

施 

検討・

実施 

検討・

実施
検討・実施 

価 一部達成 

 平成15年度は、①武蔵野三鷹地区保健衛生組合の解散、②粗大ごみ収

集・受付業務の民間委託、③精神保健福祉相談（一般相談）の移譲に伴う事

務分掌の変更、④市民課庶務係、住民記録係及び戸籍係内の事務分掌の

見直し及び係の名称の庶務・年金係、届出・証明係、戸籍記録係への変

更等を行った。 

 平成16年度に向けては、組織改正にあわせた事務分掌の見直しを行った。

<P-110 ２-（４）-② 組織の見直しの実施 参照> 
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２ 地方分権の推進と自治体経営の強化 (4)柔軟で機動的な組織づくり ③流動体制の確立 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

繁忙期における弾力的対応体

制の

 職員の一部を流動配置職員として確保

し、職場の業務繁忙等に応じた配置を実

施した。 
 

 

 

 

 職場における人員確保の必要

性・緊急性に応じて職員を配置

することにより、円滑な業務執行

が可能となった。 

職員

 
２地方

(財)ま

り三鷹
 

 

２地方

給与

考制
 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

目標 検

実績 検

 

年度 

目標 

実績 

評

年度

目標

実績

年度 

目標 

実績 

評

 

確立 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討 試行 本格導入 運用 

討 試行 実施・整備 運用 

評価 達成 
再任用制度の導入  平成14年４月１日に再任用制度を導入

し、現職における知識・経験を活かすこと

のできる職場へ配置することにより、業務

の効率化を図った。  

平成14年度は９人、平成15年度は15人

の任用を行った。 

 

財源効果 

平成14年度（決算） 

                51,798（千円）

平成15年度当初（予算） 

                88,242（千円）
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

検討 試行 本格導入 運用 

検討 
本格導

入 
実施 運用 

価 達成 
  

分権の推進と自治体経営の強化 (4)柔軟で機動的な組織づくり ⑤外郭団体の活用と統合 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

ちづくり公社と(株)まちづく 三鷹市の行財政改革の趣旨を踏まえ

つつ、（財）まちづくり公社の諸事業の

(株)まちづくり三鷹での継続を前提とし

て、三鷹市の総合調整のもとに、公社は

平成13年３月31日をもって発展的に解散

した。 

 

 （財）まちづくり公社が行ってい

たまちづくり支援事業や市の施

設管理事業などを引き継ぎ、より

柔軟でスピードを持ってまちづく

りに取り組む体制ができた。 

制

度

評

の統合化 
年度別状況と現状の評価 

 １２ １３ １４ １５ 

 調整 統合   

 調整 統合   

価 達成 
分

等

 
最終目標達成済
権の推進と自治体経営の強化 (5)職員定数の適正配置と人事考課の導入 ②職務給と昇任制度の確立 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

度の職務給化と昇任選

の確立 

 職務給制度は平成12年７月、昇任選

考制度は平成13年度から昇任昇格選考

制度として導入・運用し、人財育成に活

用している。 

 

 職務給化とその客観的な運用

ルールのひとつである昇任昇格

選考制度の導入により、職員個

人個人の職責に応じた給料が支

給されることとなり、公平性・納得

性が向上し、仕事に対するモラー

ルアップが図られた。 

 

年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

職務給

導入済 

昇任昇

格制度

導入 
運用 運用 

職務給

制度導

入 

昇任昇

格制度

導入 
運用 運用 

価 達成 
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２地方分権の推進と自治体経営の強化 (5)職員定数の適正配置と人事考課の導入 ④職員満足度の向上に向けた検討 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

人事考課制度における目標設

定と面談によるプロセスマネジ

メントの実施 

 課長補佐職職員以下全員を対象に

した人事考課実施の流れの中で、制度

運用の柱となるフォロー面接におい

て、各職員のキャリアに関する自己申

告と組織目標に合致した職務目標の

確認を考課者と行った。 

 考課者である上司との面談によ

り、前１年間の振り返りとともに、

今後１年間の目標設定を行う｡こ

のことにより職員が各々取り組む

べき課題と目標を上司と共有する

ことができ、より効率的な業務の

遂行が可能となる。 

アンケ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャ

ログ

た人

 

年

度 
１

目

標 
検

実

績 
検

評

 

年

度 

目

標 
検

実

績 

検討

一部

年

度 
１２

目

標 
検討

実

績 
検討

評

 

年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

討 実施 運用 運用 

討 実施 運用 運用 

価 達成 
ートの実施  人事任用制度として、昇任昇格制

度、職員派遣制度、再任用制度等新た

な制度が平成13年度以降導入・運用さ

れていることを受けて、平成14年度に

人財育成に関する職員の意識調査を

実施し、その結果を反映した「人財育

成基本方針」を平成15年度に策定し

た。 

  

 この調査により、職員の組織や

制度に対する声を直接収集する

ことが可能となり、結果を反映す

ることで、職員満足度の向上に資

することができる。 

 また、この分析結果を人財育成

方針の策定及び人財育成支援シ

ステムの確立に反映させるととも

に、効果的に運用することで、職

員の職務に対する意欲向上と職

場の活性化が進み、行政効率の

向上が実現する。 

 キャリア･ディベロップメント･プログラム※

を視野に入れた人財育成システム構築

に向け、人事任用制度を適正に運用し、

自己申告、目標管理、昇任昇格選考とフ

ォロー面接を実施した。同時に、組織目

的を達成させるためのキャリアと、職業人

としての自己実現のためのキャリアの概

念を職員に浸透させていけるよう各種研

修を通じて取り組んだ。 

 

 

 個々の職員が自己のキャリア・

プランを再確認し、処遇に関連す

る諸制度を通じて体系的人財育

成・昇任昇格ルート（キャリア･パ

ス）志向の必要性を啓発したこと

で、組織の活性化・効率化が進

展してきた。 

 

リア・ディベロップメント・プ

ラム（ＣＤＰ）を視野に入れ

 
※キャリア・ディベロップメント・プログラム（ＣＤＰ）：企業や団体のビジョンや将来の進

済 
財育成システムの構築 
年度別状況と現状の評価 

 １３ １４ １５ 

 検討 

人財育成に関

する職員意識

調査実施 

 

三鷹市人財

育成基本方

針策定 

 検討 
人財育成に関

する職員意識

調査実施 

三鷹市人財

育成基本方

針策定 

価 一部達成 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討 実施 実施  

・ 

実施 
検討 実施  

評価 達成 
最終目標達成
む方向に合わせて、職員個々の能力を開発するプログラム。 
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２地方分権の推進と自治体経営の強化 (6)「ＩＴ行革」に向けた情報ネットワークの構築 ①基幹系情報システムの再構築の検討 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

庁内に組織した財務会計システム検

討委員会により、実効性のあるシステム

化を図った。 

①財務会計システムの開発、導入を行っ

た。また、併せて職員に対する操作説明

を実施した。 

②平成15年度予算の予算要求入力から

予算編成機能を稼動。平成15年４月から

予算執行機能を稼動。平成16年２月から

契約管理機能を稼動。 

③全庁で財務会計システムを利用する

事務の迅速化、効率化、精度

の向上が図られる。特に、これま

で手作業による確認及び管理を

行ってきた執行管理等の事務に

ついて、正確性の確保が図られ

るとともに、状況確認等も容易に

なる。また、伝票式経理の見直し

により、各部調整担当の事務の

軽減を図り、平成16年４月に行っ

た組織改正により、各部調整係を

廃止した。 

財務会計システムの導入促進 

ための環境整備として、庁内ＬＡＮの整備及びパソコンの配置・整備を進め

た。 

④財務会計システムの導入にあたり、必要となる諸規定の改正を行った。 

<P-113 ２-（２）-④ 庁内ＬＡＮを活用した財務会計システムの構築による

予算編成手法の改善等参照> 

  

２地方分権の推進と自治体経営の強化 (6)「ＩＴ行革」に向けた情報ネットワークの構築 ②情報共有型システムへの転換 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

パソコンの必要台数配置の早

期実

順次パソコンの配置を進めた。（平成

16年３月末現在：1,085台） 

また、パソコンで取り扱う情報を適切に

管理するため、「ドメイン管理」、「全庁フ

ァイルサーバー」の導入を行った。 

 パソコンの配置により、庁内の

複数の事務処理において、各処

理システムの導入が円滑に進ん

だ。事務処理の効率化により、事

務の迅速化と所要経費の軽減が

図られる。 

 

 

 

グループウェアの活用 グループウェアの活用を推進するため

の条件整備として、庁内ＬＡＮの整備（特

に外部職場の通信回線の改善）、パソコ

ンの配置を進めた。（平成16年３月末現

在の庁内ＬＡＮ接続可能なパソコン数：

1,022台） 

庁内各会議室の予約申込み、掲示板

等を活用した庁内で利用する書式の配

布や調査・通知等の掲示など、グループ

ウェアの利用が進んでいる。 

 

 庁内での情報伝達の効率化、

迅速化が一定程度図ることができ

るとともに、庁内向けの通知・調

査等に利用することで、紙の使用

量の削減ができる。 

情報戦略に関する政策アドバイ

ザーの

 平成14年４月から、情報政策コーディ

ネーターとして選任を行った。 

 情報政策について、随時アドバイス等

を受け、全職員を対象としたインターネッ

ト等に係るパンフレットの配付、セキュリ

ティポリシーの助言、政策会議での提案

など、情報政策の向上に寄与した。 

 

 

 「あすのまち・三鷹」プロジェクト

を中心とした情報政策全般につ

いて、専門家の立場から企画・調

整等の助言を受け、市の情報政

策の強化に寄与した。  

年度別状況と現状の評価 

年

度 
１２ １３ １４ １５ 

目

標 
 設計 開発 実施 

実

績 
 

検討 

基本設

計 

開発導入 

予算編成機

能稼動 

職員研修 

規則改正 

予 算 執 行

機能稼動 

契 約 管 理

機能稼動 

規則改正 

評価 達成 

 

年度 

目標 
検

一

実績 

年度 

目標 
検

一

実績 
検

実

評

 

年度 

目標 
一

実績 

 
最終目標達成済
設置 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

検討、 

部実施 

段階的

導入 
→  

検討 検討 設置  

評価 達成 
現 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討、 

部実施 

段階的

導入 
→ → 

一部実施 
段階的

導入 

概ね配

置完了 

配置

の充

実 

評価 達成 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討、 

部実施 

段階的導

入 
→ → 

討、一部

施 

段階的導

入活用の

推進 

→ → 

価 達成 
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項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

「電子市役所」の研究・導入 平成14年度は、「住民基本台帳ネット

ワーク」への対応、「あすのまち・三鷹」プ

ロジェクトのひとつとして、国の実験事業

である「電子自治体推進パイロット事業」

への参加（電子申請及び電子納付の実

証実験の実施）、総合行政ネットワーク

への接続を行った。 

平成15年度は、平成16年度後半のサ

ービス開始を予定して、都内自治体の共

同運営により、電子申請・電子調達の実

施に向けた準備を開始した。 

平成16年１月から公的個人認

証サービスが開始され、電子的な

手続を行う上で必要となる本人認

証の制度が確立した。 

 

   

３協働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 （1）市民参加の拡充と「パートナーシップ型行政」の推進 

①素案策定前からの市民参加方式の推進 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

自治基本条例（仮称）等の制定

の検

 基本構想・第３次基本計画に掲げた

自治基本条例（仮称）の制定に具体的に

取り組むために、平成14年10月に市民・

学識経験者で構成する「まちづくり研究

所第２分科会」を設置した。第２分科会

は、平成14年度に６回、平成１５年度に６

回の会議を開催し、平成15年11月に自

治基本条例（仮称）に関する報告書を市

長に提出した。また平成16年１月には

「みたかの自治基本条例を考えるフォー

 平成15年11月に第２分科会の

報告書を市長に提出し、自治基

本条例（仮称）の方向性を示すこ

とができた。今後は、広報・ホーム

ページ等によるパブリックコメント

の実施やまちづくり懇談会の開

催などにより、広く、市民、関係機

関・団体等の意見を聴取するとと

もに、議会との意見交換等を図り

ながら条例の制定を目指してい

 

３ 協

③ＮＰ

市民

市民

 

年

度 

目

標 
検

実

績 

評

 

年

度 

目

標 

基

の

実

績 

基

の

 

年度 

目標 

実績 

 

討 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討 → → → 

  

まちづくり研究

所に第２分科

会を設置して

検討 

検討 

価 一部達成 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

本研究

実施 
規 程 等 の

整備 
段階的導

入 
→ 

本研究

実施 
研究・検討 

一部対応 
実証実験 

一部対応 
→ 

評価 達成 
ラム」を開催し、約160人の参加者を得

た。 

く。 

 

 

働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 （1）市民参加の拡充と「パートナーシップ型行政」の推進 

Ｏ等への支援・連携の推進 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

まちづくり研究所第１分科会で調査研

究を進め、平成14年11月に「市民協働セ

ンター」の運営方法及び同センターを拠

点とした市民参加やＮＰＯ等支援の方策

等に関する第１次提言が提出された。平

政策立案段階からの市民参加

により、市民ニーズの的確な把握

と実効性のある事業計画づくりを

行い、市民活動の拠点である市

民協働センターを設置した。 

活動支援組織の検討 

活動の拠点整備の検討 

成15年６月には、同分科会の市民協働センター検討チームによる市民協

働センターのあり方に関する第２次提言が市長に提出された。市民協働セ

ンターは平成15年12月に設置され、市民協働センター運営準備委員会にお

いて、市民活動支援組織の設置の検討を行った。 

 また、第１分科会の地域通貨検討チームでは引き続き地域通貨について検

討を行った。 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

検討 
段階的

実施 
→ → 

検討 検討 検討

検討、 

市民協働

センター

の設置 

評価 達成 
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３協働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 （1）市民参加の拡充と「パートナーシップ型行政」の推進 

⑤「電子市民会議」設置の検討 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

「電子市民会議」による市民参

加の仕組みづくりの検討 

 平成12年度は、基本構想に関する電

子市民会議室を開設した。(平成13年２

月27日～３月27日) 

 平成13年度は、基本計画に関する電

子市民会議室を開設した。(平成13年６

月18日～８月16日) 

 平成15年度は、（財）地方自治研究機

構との共同研究や全国市長会の専門部

会における検討課題として、調査・検討

を行った。 

 若年層や地域の活動に参加し

にくいサラリーマン、高齢者・障害

者を含め、市民が市政に参加す

る機会の拡大を図り、市民ニーズ

の的確な把握につなげる。 

 

３協働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 (2)｢市民満足度｣の向上 ①プロセス管理方式の導入 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

事業 総合行政評価システムの一環として、

平成14年度に事業評価制度の試行を行

い、平成15年度に本格実施を行った。従

来行ってきた主要事務事業の進行管理

をベースに評価表を設計し、庁内ＬＡＮ

による集計と結果の共有化を図るなど多

角的な取り組みを行った。 

 

 表計算ソフトと庁内ＬＡＮによる

評価表の作成・集約・結果整理な

ど、従来の紙ベースの管理に比

較して作業効率が飛躍的に向上

するとともに、結果の多角的な集

計などが行えるなど、事務の効率

化、印刷用用紙の節減が図られ

た。 

  

３協働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 （2）｢市民満足度｣の向上  

③事務事業改善のためのベンチマーキングの導入 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

経営品質協議会への参加と情

報交換の実施 

 

 平成14年度、平成15年度は経営品質

協議会の正会員の特典を十分に活用

し、アセッサー養成講座や日本経営品

質賞受賞企業報告会に参加した。また、

平成15年度は「自治体トップフォーラム」

に参加して他の自治体等の経営品質向

上に向けた取り組みの情報を得ることが

できた。 

アセッサー養成講座や日本経

営品質賞受賞企業報告会で得た

経営品質に関する情報等を行革

や行政評価の推進に活用した。 

他団

トプラ

年度 

目標 
実

実績 
実

年度 

目標 
検

試

実績 
検

試

評

 

年度 

目標 

実績 

 

年度 

目標 

実績 

評

 

年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

検討 実施 → → 

検討 実施 実施 実施 

評価 達成 
  

体（自治体・企業等）のベス

クティス導入方式の検討 

 平成14年度に導入した事業評価制度
において、事業評価調書に他団体の優
れた取り組みや参考実績値を記入する
欄を設け、対象事業においては他団体
のベストプラクティスを念頭に置く仕組み
を築いた。また、平成15年度は「三鷹を
考える論点データ集2003」の発行を行
い、近隣市の最新のデータを掲載した資
料集の発行を行った。 

 事業評価対象事業の目標設定

において、他団体の実績値を各

課がマークすることにより、全庁

的なベストプラクティス推進の取り

組みが一定程度図られた。また、

「三鷹を考える論点データ集

2003」の発行により、近隣市のベ

ストプラクティスと比較し、検討が

できる資料集が整備された。 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

検討 実施 → → 

検討 実施 実施 実施 

価 達成 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

験実

施 

検証・

検討 
→ → 

験実

施 

実験実

施 

検証・

検討
→ 

評価 一部達成 
目標管理制度の確立 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討･

行 

試行・

検証 
構築 導入 

討･

行 

試行・

検証 

事業評価

の試行

事業評価の

実施 

価 達成 
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３協働型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 (2)｢市民満足度｣の向上 ④窓口システム・窓口サービスの改善

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

窓口における市民の満足度調

査（ニ

 改定した接遇マニュアルに基づいて窓

口対応を図り、市民満足度の向上、職員

の意識改革の一層の向上を図った。市

民満足度調査（アンケート調査）を平成

16年３月15日（月）～26日（金）の10日間

市民課窓口ほかで調査を行った。 

 その結果、３月の繁忙期にもかかわら

ず、90％以上の利用者に「良い」との評

価を得て、これまでの接遇向上活動の成

 接遇技術の向上を図ることによ

り、アンケートの結果のとおり、昨

年の調査より市民サービスの質を

高め、市民満足度の達成率を上

げた。 

市政

内容

 
３協働

(株)ま

援策

 

３協働

公共

式導

年度 

目標 

実績 

評

年度 

目標 

実績 

評

年度 

目標 

実績 

評

 

年度 

目標 検

実績 検

評

ーズ把握）の実施 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

実施 
（随時 

実施） 
→ → 

実施 実施 実施 実施 

価 達成 
果を確認することができた。 

 

窓口等におけるサービス  三鷹駅市政窓口土曜開設について平

成13年度に検討し、平成14年10月５日

から実施した。開設時間は午前８時30分

から午後５時まで。取扱業務は平日夜間

取扱業務と同じ。 

 土曜日取扱件数 

 平成14年度１日平均約86件 

 平成15年度１日平均約95件 

 三鷹駅市政窓口土曜開設を実

施した。職員増をしなければ対応

が困難とされた土曜開設につい

て、行政事務の一部を㈱まちづく

り三鷹に業務委託を行うことにより

職員増を抑制し土曜開設を実施

することができた。 

 

の見直しの検討 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

実施 
（随時 

実施） 
→ → 

実施 実施 実施 実施 

価 達成 

  

  

型市民参加の推進と「市民満足度」の向上（3） 民間活力の積極的な活用 ②(株)まちづくり三鷹等の活用 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成13年に制定した「三鷹市と株式会社

まちづくり三鷹との協働に関する条例」に

基づき、総合的なまちづくりの推進を図る

ことを目的とした支援を行った。 

 平成14年度は、まちづくり三鷹と連携し、

 まちづくり三鷹が、市のまちづく

りの方針を踏まえ、それに協調し

て事業を展開することで、市直営

では難しい収益的事業を効果的

に展開することができた。 

ちづくり三鷹に対する支

の検討 

産業プラザ第2期棟整備事業、みたかモール事業等の推進に必要な国庫補助、

都補助等を受けた。また、産業プラザ第２期棟整備事業にあたっては、事業推

進のため、199,800千円の追加出資を行った（平成14年７月）。 

 平成15年度は、まちづくり三鷹と連携し、中心市街地商業活性化店舗整備

等事業、みたかモール事業等の推進に必要な国庫補助、都補助等を受け

た。 

型市民参加の推進と「市民満足度」の向上 （3）民間活力の積極的な活用 ③ＰＦＩ方式の検討 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

各自治体の導入状況等をみながら、

自治体ＰＦＩ推進センター（財団法人地域

総合整備財団内）、日本ＰＦＩ協会（NPO

法人）への加入などにより積極的に情報

収集に努めた。また、第３次基本計画に

したがい、総合スポーツセンター（仮称）

建設事業のＰＦＩ等による事業化の検討

ＰＦＩによる事業化が実施された

場合は、当面の建設経費の削減

が図られるうえ、ライフサイクルコ

ストの節減が図られる。また、運

営等において民間活力の十分な

活用が図られる。 

施設の建設におけるＰＦＩ方

入の検討 

を行った。平成14年度は公共施設省エネ対策事業（ESCO事業）の実施に際

してＰＦＩ手法の適用可能性の検討を目的とした委託調査を実施した。 

 調布市と共同で検討を進めている新ごみ処理施設整備計画では、整備・運
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

研究・

検討 
→ → → 

研究・

検討 

研究・

検討 

研究・

検討
研究・検討 

価 検討、準備中 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

討    

討 

協働条例

の制定 

協定の締

結 

実施 実施 

価 達成 
営に関してＰＦＩ方式などを中心に検討を進めた。 
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４透明で公正な行政の確立 (1)情報公開制度等の拡充 ①各種審議会等の会議公開制度の検討 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

各種審議会等の会議の公開制

度の確立 

 平成13年度においては、先進自治体

の取り組みに関する資料収集を行い、各

種審議会等の会議を原則公開とした場

合の傍聴希望者への対応、会議録の整

備等の検討に着手した。 

 平成14年度からは、まちづくり研究所

において自治基本条例（仮称）の制定研

市民等に対する説明責任を果

たすとともに、より開かれた行政

運営が可能となる。 

審議

審議

登用

 

４透明

ホーム

供の

年度 １

目標 調

実績 調

評

 

年度 

目標 

実績 

年度 

目標 調

実績 調

年度 

目標 

実績 

 

年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

査 検討・実施 → → 

査 検討 検討 検討 

価 検討、準備中 

究の１項目として検討が進められ、平成

15年度において検討結果がまとめられた

「報告書」の中に同趣旨が盛り込まれた。

今後、一定の手続を経て条例が制定さ

れ次第、具体的な制度確立を図る。 

 平成12年度において、環境保全審議

会委員（一般市民枠委員４人）を先駆的

より開かれた行政運営が可能と

なる。 
会委員の公募制の導入 

に公募により選んだ。 

 平成13年度から先進自治体の取り組みに関する資料収集を行い、審議会

委員の公募制について、対象審議会の限定、公募方法等の検討に着手し

た。 
 具体的な委員改選期が到来し、公募が可能である審議会等については積

極的に公募による委員を選ぶこととするほか、まちづくり研究所の自治基本条
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

調査 
検討・

実施 
  

調査 検討 検討 検討 

評価 検討、準備中 
例（仮称）の報告書の中でも同趣旨が盛り込まれた。今後、一定の手続を経

て条例が制定され次第、具体的な制度確立を図る。 

会への女性委員の積極的

 

 審議会等における女性委員の割合調

査を実施するとともに、「三鷹市男女平

等行動計画」策定にあたり、行政委員

会・審議会等における女性委員の登用

を重点事業として盛り込み、目標値及び

目標年限を明示した。 

 また、平成14年度に女性登用の資料

である「女性人材リスト」を改定し、

「男女平等参画人材リスト」を作成

し、平成15年度に庁内各課及び公共施

 全35審議会等のうち、30審議会

等が女性委員を登用（85.7％）し

ている。 

全委員における女性比率は平

成16年３月末の数値で34.３％で

ある。 

（ 平 成 12 ～ 15 年 度 末 数 値

34.4 ％ → 34.4 ％ → 33.9 ％ →

34.3％） 

 注 平成14年度から、統計の対
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

査 
検討・ 

実施 
調査 調査 

査 
検討・ 

実施 

調査、人

材リスト

作成 

人材リスト

配付 、 調

査 

評価 一部達成 
設に配付し、広く利用できるようにした。 象とする審議会等の数を変更

した。 

 

で公正な行政の確立 (1)情報公開制度等の拡充 ②積極的な情報提供の実施 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

ページを利用した情報提

拡充 

 三鷹市ホームページのリニューアルに

あたり、ホームページ作成に関するガイド

ライン、メール返信に関するガイドライン

案を作成し、平成15年２月に広報事務規

程を改正して各課に新たに「広報主任」

を設置した。平成15年７月に三鷹市ホー

ムページをリニューアルし、データベース

化によるＨＴＭＬ自動生成システムで各

課から直接、即時に情報発信できるよう

にした。これにより、お知らせ、イベント情

報、施設・サービス案内などが格段に充

 ＨＴＭＬ自動生成システムによ

り、従来は業者委託により作成し

ていた各ページを「広報みたか」

原稿と一括して作成できるように

なり、歳出削減・事務の合理化が

図られた。 

 

 

年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

調査 
段階的 

実施 
→ → 

調査 
段階的 

実施 

全面リ

ニュー

アル

運用 

評価 達成 
実し、最新情報が日々更新されるように

なった。 
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項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成14年１月31日から三鷹市例規デ

ータベースが稼動した。これにより、職員

等には庁内LAN、市民等にはインターネ

ットにより条例、規則、訓令等の情報を配

信している。要綱等の電子化について

は、引き続き検討中である。 

 申請等に必要な書式のダウンロードに

ついては、市ホームページのリニューア

ルに伴い、各課の様式を順次掲載して

いるところである。 

 インターネットによる例規情報の

配信により、より開かれた行政運

営が可能となるとともに、用語検

索機能等により、事務処理の効

率化が可能となる。また、データ

更新を年２回から年４回に増や

し、リアルタイムな例規の閲覧が

可能となった。 

 例規集の電子化による財政的

な行革効果は、単年度で約6,000

千円である。 

例規、要綱等の電子化の検討 

４透明

学校

 
４透明

総合

行、運

 
４透明

バラン

 

 

 

 

年

度 
１

目

標 
調

実

績 
調

評

年度 

目標 

実績 

年

度 
１

目

標 
試

実

績 

評

年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

査 
段階的 

実施 
→ → 

査 実施 実施 実施 

価 一部達成 
●平成8年度～平成12年度決算実績 平均 10,658千円 

●平成14年度決算 4,253千円 

 

で公正な行政の確立 (1)情報公開制度等の拡充 ③開かれた学校運営 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

 平成14年度は、学校ごとに学校運営連

絡会を設置し、学校経営方針の説明、

授業参観、意見交換会、外部評価項目

や外部評価の実施方法について検討・

協議した。平成15年度は、ほとんどの学

校において、本連絡会で作成した外部

評価を保護者を対象に実施し、その結

果を公開するとともに、授業及び学校運

営の改善に取り入れるなど、有効に活用

している。 

 保護者や地域住民から意見を

聞くことにより、開かれた学校づく

りを一層推進し、学校が家庭や地

域と連携協力しながら、特色ある

教育活動を展開することができ

る。 

 

 

 

 

 

で公正な行政の確立 (2）総合オンブズマン制度への移行、運用 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

オンブズマン制度への移

用 

 平成９年度から実施していた福祉オン

ブズマン制度を基本に、平成12年10月１

日から総合オンブズマン制度に移行済

である。 

市民の権利利益を擁護し、市政

に対する市民の信頼を向上さ

せ、公正で透明な市政の一層の

推進を図ることができる。 

  

で公正な行政の確立 (3)バランスシートの導入 

項  目 平成 15 年度までの実績・取り組みの効果等 

スシー
 

 

 

 

<P-143 Ⅴ三鷹市の財政状況平成 1４年度  

５ 財務諸表 参照> 

最終目標達成済 

１２ 

作成・公表

検 討 

評価
トの導入  

 

 年度別状況と現状の評価 

１３ １４ １５ 

 → → → 

作成・公表 作成・公表 作成・公表

 達成 
運営連絡会の設置 
年度別状況と現状の評価 

２ １３ １４ １５ 

行 試行 実施 実施 

 

７中学校

区に学校

運営連絡

会を設置 

学校ごと

に学校運

営連絡会

を 設 置

（小・中全

校） 

実施 

価 達成 
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４透明で公正な行政の確立 （5）外国籍市民等への情報提供の充実 

項  目 平成 15 年度までの実績 取り組みの効果等 

外国語市民便利帳の発行  平成13年度に緊急情報、行政情報、

生活情報、公共施設案内などを記載し

た４ヶ国語（日本語（振り仮名付き）・

英語・ハングル・中国語）の外国語市

民便利帳を発行した。 

 英語版広報紙Mitaka City Newsについ

ても、三鷹国際化円卓会議メンバーの提

 日本語と各言語を列記した誌

面構成なので、円滑な窓口対応

を支援することができる。また、市

情報のみでなく、国・東京都・民

間の対応（外国語のわかる医療

機関、各種相談窓口）も掲載して

いるので、各機関との連携をスム

外国

ジ化

三鷹

即時

年度 

目標 

実績 

年度 

目標 実

実績 

評

年度 

目標 

実績 

評

 
（3） 「

推

おり

リーダ

自治体

組織の

条例・

見直し

「より

際ネッ

 

年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

 作成 配布 配布 

調査 作成 配布 配布 

評価 達成 

言に基づいて生活情報等の拡充に努め

るとともに、外国人登録窓口でのパンフ

レット・申し込み用紙配布によりＰＲと郵

送配布拡充を図った。 

ーズに行うことができる。 

語パンフレットのパッケー  各課で作成したもののほか、英語版広

報紙Mitaka City News及び国、都、三鷹

国際交流協会のパンフレット等を、外国

人転入者及び登録更新者に配付した。 

 

 

 

 外国籍市民が一番立ち寄る機

会の多い窓口に情報をまとめるこ

とで、効率的な情報提供を行うこ

とができた。 
 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

施  実施 実施 

  実施 実施 

価 達成 

   

市ホームページへの情報  平成15年度に英語版ホームページを

一部更新するとともに、平成15年４月か

ら英語版広報紙Mitaka City Newsを隔

月発行から毎月発行に拡充し、その内

容を毎号、英語版ホームページに掲載し

ている。 

 

 英語版広報紙のニュースを掲

載することで、効果的かつ簡易に

英語版ホームページの利用価値

を高めることができる。 

よ

掲載 
年度別状況と現状の評価 

１２ １３ １４ １５ 

 ＨＰ充実 〔段階的実施〕 

 
英語版 

ＨＰ改訂 
検討 実施 

価 一部達成 
推進課題」の達成状況 
進課題（93 項目）では、平成 15 年度までの目標を達成した 47 項目の成果は次に掲げると

です。 
注：項目欄に表記している「１-(1)-①」などの記号は、実施方策の体系番号を表しています。 

項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

ーシップ研修の実施 

１-(1)-① 

 

 人事考課制度の運用に伴い、考課者である管理職を対象に年間16時間の必修研

修を実施し、的確なリーダーシップ実践の必要性と、部下の能力開発、処遇への影

響力に関しての認識を高めるとともに、目標管理能力の向上に努めた。 

間の人事交流による

活性化 

１-(2)-② 

 平成10年度より実施している小平市との相互人事交流に加え、平成12年度より警

視庁職員を受け入れ、平成 14 年度より豊島区と相互人事交流を、福島県矢吹町、

北海道鷹栖町からは職員を受け入れた。 

規則等の制定作業の

 

２-(1)-② 

 

 具体的な取り組みとしては、三鷹市環境基本条例の制定(平成 12 年第１回定例

会)、三鷹市まちづくり条例の一部改正(平成13年第３回定例会)等について、主管課

担当職員と文書課職員とが検討会で議論しながら、共同して制定・改正作業を進め

てきた。 

 平成14年度から平成15年度にかけては、まちづくり研究所第２分科会において自

治基本条例（仮称）の制定について検討を進めてきた。 

い自治体を目指す国

トワーク」活動の強化 

2-(1)-③ 

 ベルテルスマン財団の主宰する「シティズ・オブ・トゥモロウ－よりよい自治体を目指

す国際ネットワーク」は平成 15 年で終了した。平成 15 年度以降のプロジェクト「民主

主義及び市民社会」への参加は見送っている。平成８年度から「効率的行政」「高齢

者問題」「クオリティオブライフ」などのプロジェクトに参加し、国際的なネットワークの

中で調査・研究をした経験は、行財政システム改革大綱を始めとする市の施策に生

かされてきた。 
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項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

使用料、手数料等の見直し 

２-(2)-① 

 

 国民健康保険税については、平成13年度に改定を検討し、平成14年４月１日から

改定を実施した。また、平成 15年度に改定を検討し、平成 16年４月 1日から改定を

実施した。 

 このほか、平成 15 年度は、４月に体育施設使用料としての大沢野川グランド使用

料、８月に住民基本台帳カード交付手数料、12 月に市民協働センター会議室使用

料の新設を行った。 

⇒<P-114 ２ 地方分権の推進と自治体経営の強化 （２）財政基盤の確立 ⑥国民

健康保険税の改定 参照> 

地方税財政制度の改善要

望 

２-(2)-② 

 

 平成 15 年度は、地方交付税制度や国・都補助金の見直しや税源移譲を前提とし

た三位一体改革の実現など、地方税財政制度の改善について、東京都市長会を通

じて平成 16 年度に向けた要望を提出した。 

 また、三位一体改革に伴う公立保育所運営費負担金廃止について、各団体の行

政運営に配慮した対応を行うよう、国及び都に対して三鷹市独自の緊急要望書を提

出した。 

市民便利帳への広告の掲

載 

            2-(2)-② 

 平成 15 年度版市民便利帳（発行部数 120,000 部）に広告を掲載した（15 件、収入

総額78万円）。また、平成15年９月から三鷹市ホームページにバナー広告を掲載し

ている（平成 15 年度収入総額 271 万円）。 

省エネルギー対策と新エネ

ルギーの段階的導入 

２-(2)-④ 

 

 平成 15 年度は、平成 14 年度に実施したＥＳＣＯ事業の実施に向けての準備調査

の結果に基づき、３施設（環境センター、東部下水処理場、芸術文化センター）につ

いてシェアード・セイビングス方式（分割支払方式）によるＥＳＣＯ事業を行うためのプ

ロポーザルを実施した。また、（財）省エネルギーセンターを活用した無料の「省エネ

ルギー診断」の結果に基づき、新たに３施設（図書館本館、社会教育会館、川上郷

自然の村）の省エネルギー対策のための「ＥＳＣＯ事業化詳細診断調査」を実施し

た。なお、平成 13 年度に実施した牟礼コミュニティ・センター省エネルギー対策事業

については、年間約200万円の電気料金の削減（平成12年度比）効果を検証した。

ＩＳＯ14000 シリーズの導入

等の検討 

２-(2)-④ 

 

 平成 14 年度は、ＩＳＯ取得済みの自治体（日野市など）の調査、課内研修の実施、

公開セミナーへの参加に取り組んだ。 

 平成 15 年度は、ＩＳＯ14001 の取得対象施設を環境センターに決定し、平成 16 年

度の認証取得のための準備として、コンサルタントと委託契約を締結し、取得に向け

た調査を実施した。 

 

公共工事縮減リストによる

工事コストの縮減 

２-(2)-④ 

 

工事発注の効率化を図るため、年度末に新年度の事業計画を集約し、設計や工

事発注の平準化を実施した。また、高品質建造物として保ちながら、建築工事にお

いては、外壁材、建具等の品質を見直し、電気・機械設備工事では、汎用品で対応

できる設計を継続して進めていく。さらに、工事現場で発生する建設副産物である、

コンクリート塊の再生使用で搬出を抑制し、環境整備を配慮すると共にコスト縮減を

図った。 

【主な取り組みと成果】 

①通常設計の場合 

・建設発生土の受け入れプラントを以前より近距離にしたことによる運搬費の減を図

った。 

・しゃ断層用砂から粒状改良土にしたことによる購入費の減を図った。 

・他の工事との合併施工による諸経費の減を図った。 

・工事箇所の状況により現場管理費・一般管理費に市独自の補正を行い減額した。

②井の頭汚水圧送幹線切替工事 

・砂基礎工をしゃ断層用砂から粒状改良土に変更したことによる材料費の減を図っ

た。 

・法定外公共物である水路敷が譲与されたことによりルートの再検討を行った結果、

計画していた推進工法による工事がなくなったことにより工事費が減となった。 

 

道路整備事業の効率化 

２-(2)-④ 

 

 取り付け管埋め戻し材における粒状改良土の利用や、コンクリート基礎材及び舗装

路盤材をリサイクル材に使用することによりコストの縮減及び資源再利用の徹底を図

った。 
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項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

「用品会計」の廃止の検討 
２-(3)-② 

【最終目標達成済】 
 

 用品会計廃止についてのこれまでの検討結果を踏まえ、平成15年６月に用品調達

基金条例を廃止した。この見直しにより、用品会計事務量が減となり、対応する人員

１人の削減ができた。 

 廃止前の用品会計品目の調達方法等については各課にアンケート調査を実施し、

品目の一部見直しを行い単価契約により対応することとした。 

 なお、用品調達基金廃止に伴い、用品調達基金500万円及び用品調達基金運用

収入1,827,108円を一般財源に繰り入れた。 

青空市場事業の廃止 

２-(3)-② 

【最終目標達成済】 

 平成12年度は検討の結果、事業目的は達成されたので青空市場事業の廃止を決

定し、平成13年 3月第306回をもって終了とした。（平成12年度11回開催）青空市

場事業の終了に伴い関係経費（平成 12 年度予算 2,422 千円）が削減となった。 

 

中国帰国者生活会話講習

開催事業の廃止 

２-(3)-② 

【最終目標達成済】 

 平成 11 年度から関係者と今後の講習事業について協議を行い、市の考え方につ

いて了解を得た。平成 12 年度は廃止に向けた第１段階として講習事業委託料を前

年度の 32.6%減とした。平成 13 年度は廃止に向けた第２段階として講習事業委託料

を前年度の 49.9%減とした。 

 平成 14 年度は廃止に向けた第３段階として講習事業委託料を前年度の 50%減とし

た。事業開始から平成 13 年度まで、中国帰国者の日本語学習の促進と円滑な定着

を図るため、文化庁が作成している「日本語教材」を委託先である中国帰国者の会

三鷹支部に毎年配布し、円滑で効果的な講習事業ができるよう支援を行った経過が

ある。平成 14 年度は教材の配布希望がなかった。 

 

敬老金贈呈事業の見直しの

検討 

２-(3)-② 

     【最終目標達成済】 

               

 見直し作業を前倒しすることにより、平成 14 年度より、77 歳、88 歳、99 歳、100 歳

以上の特定年齢を対象とした支給方式に切り替えた。 

 敬老金そのものの歳出削減の他、事務量の縮減に伴い臨時職員賃金、消耗品費

等の削減が図られた。 

 平成 14 年度財源効果：58,165(千円)＝68,255(13 実績)－10,090(14 実績) 

 

生活保護家庭等法外扶助

援護事業の見直し 

２-(3)-② 

 平成 12 年度、平成 13年度は支給単価の 10％削減を実施し、平成 14年度、平成

15 年度は前年度予算比実質 10％削減を実施した。 

 

プロジェクトにおけるメンバ

ー公募制の検討 

２-(3)-③ 

 

 平成14年３月に制定した三鷹市21世紀構想推進本部設置規程において、構成員

を職員の中から公募できる旨の規定を設け、また平成 14年４月に制定したまちづくり

研究所設置規程において研究員の公募を規定し、より自主的な職員参加の体制を

整えた。 

 平成 14 年７月には「あすのまち・三鷹」・情報都市づくり推進会議の専門チーム「ホ

ームページ等情報発信検討チーム」のメンバーを公募して８人をメンバーとし、平成

15 年 10 月には「三鷹を考える論点データ集」作成チームのメンバーを公募して４人

をメンバーとした。 

特定用地の取得に係る民間

コンサルタントの活用の検討 

          ２-(3)-③ 

 【最終目標達成済】 

 平成 13年度から民間活力の積極的な活用を図るという観点から(株)まちづくり三鷹

に用地の取得に係る事務事業について業務委託を導入した。民間活力の導入を図

ることにより、民間企業が持っている知識や経験等の蓄積を活かした。 

固定資産事務の委託の検

討 
２-(3)-③ 

     【最終目標達成済】 

 平成12年度に家屋評価計算システムを開発、関連ＯＡ機器を導入し、現地調査後

の評価計算業務の機械化を行う。平成 13 年度からは同システムへのデータ入力業

務を外部委託（年間 200 日）し、職員の事務軽減を実現、家屋係１人の人員削減を

行う。 

 以後、計３年間同委託業務を同規模で継続しているが、年度ごとの特殊要因（対象

家屋の時期的増減、評価替え等）を勘案、期間や実施人員を年ごとに工夫し、より効

率的な業務委託を実施している。 

 以上のような取り組みの結果、平成 12 年度に年間 1,331 時間であった係の超勤時

間について、以降 701 時間(平成 13 年度)･723 時間(平成 14 年度/評価替)と推移、

平成15年度には「自己進行管理制度」にも取り組み、582.5時間(年度当初目標655

時間)にまで圧縮、導入年度(平成 12 年度)に対し時間数で 748.5 時間、予算額で

2,185 千円(平成 15 年度課平均単価ベース)の経費削減を実現した。 
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項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

おむつサービスの社会福祉

協議会実施の一本化 

２-(3)-③ 

【最終目標達成済】 

 平成 13 年度の時点で、市と社会福祉協議会の役割分担の明確化とサービスの充

実化及び特定財源確保事業への切り替えを行うなど、当面の課題は達成した。 

 平成 13 年度、平成 14 年度と事業内容を検証しつつ、継続実施している。 

粗大ごみ収集業務等の民間

委託 

２-(3)-③ 

 

 

 平成 14 年 10 月からポイント制を導入した新しい粗大ごみの収集方法に移行した。

平成 15 年２月に制限付き一般競争入札により委託業者を決定し委託契約を締結す

るとともに、平成 15 年４月１日から粗大ごみの収集業務及び受付業務の委託に向け

て、スムーズに事業を移行させ、現在の収集方法で実施している市民サービスを低

下させないように業務内容についての指導・教育を実施した。 

 これにより、平成 15 年度に職員７人の減員を行った。 

在宅介護支援センターの機

能充実と基幹型支援センタ

ーの設置の検討 

２-(3)-③ 

【最終目標達成済】 

 基幹型在宅介護支援センターを庁内高齢者支援室に設置し、８か所の地域型在

宅介護支援センターに対する指導・統括が発揮できる体制が整うとともに、介護保険

を含むサービス情報の収集・提供・調整の視点から福祉サービス、介護サービス、利

用者支援に係る総合的、一体的運営が可能となった。 

 

寄付物件等の有効活用 

2-(3)-④ 

 

 旧東京都三鷹労政事務所・労政会館の業務が国分寺労政事務所・労政会館に移
管されたのに伴い、その施設の無償譲渡（一部有償）を受け、市民活動や交流を支

援するとともに、行政と市民との新しい「協働」のあり方を考える「協働のまちづくり」の

拠点として、平成 15 年 12 月に市民活動センターを開設した。 

総合行政推進本部会議の

再編と特別本部体制の検討 

２-(4)-① 

 

 平成14年４月１日に総合行政推進本部会議設置規程を廃止し、新たに基本構想・

基本計画の推進及び実現を図るための臨時的な横断組織として 21 世紀構想推進

本部を設置した。平成 14 年度はこれに基づき、既存の推進会議（総合行政推進本

部会議に属する）の整理・再編を行い、①女性行動計画庁内推進、②三鷹市環境基

本計画推進、③三鷹市新福祉総合計画(仮称)案検討等 12 の推進会議を設置した。

 平成15年度は、平成16年４月の組織改正に向けて、新たな行政課題にスピーディ

に対応するため、経営本部（首脳部会議、経営会議、プロジェクト調整会議）設置の

準備を行った。これにより既存の推進会議は経営本部の下に置かれるプロジェクト・

チーム、推進会議に位置付けられることとなった。 

危機マニュアルの整備 

2-(4)-④ 

 

 平成 15 年度は、情報セキュリティに関しては、①住基ネットに関する障害対応等の

対策基準を作成し、緊急時の対策等を整備し、②情報セキュリティの観点から、情報

セキュリティ基本方針を作成するとともに、この基本方針に基づき、情報セキュリティ

マネジメントシステムの構築を行い、③情報システム関連の管理・運用体制の整備を

行った。 

 防災に関しては、震災時の職員の行動マニュアルとして「防災ポケットメモ」を作

成、配付し、その活用方法についての説明会を開催するとともに、全職員を対象に

非常参集シミュレーションを実施し、危機管理意識の向上を図った。 

また、大規模停電が発生した場合の業務実施対策について各職場で検討を行い、

職場における危機管理対策の確立に向けた取り組みを開始した。 

 市に対する不当行為等に関しては、「不当行為等対策要綱」「不当行為等対応要

領」を制定し、三鷹市不当行為等対策本部会議等を設置した。 

 安全安心のまちづくりに関しては、「安全安心パトロール」実施マニュアルを作成

し、市職員による安全安心パトロールを実施した。 
ガイドライン等の検討委員

会の設置 

（情報ネットワーク構築にとも

なう庁内分権化の推進） 

２-(6)-④ 

【最終目標達成済】 

 平成 15 年７月に市ホームページをリニューアルし、各課ホームページでの情報発

信・メール受信の仕組みが動きだした。このため、21 世紀構想推進本部情報都市づ

くり推進本部に専門チームを設けて庁内的な検討を行い、平成15年６月に各課のホ

ームページ作成のガイドライン、電子メール取り扱い要領、三鷹市ホームページ運営

要領等を作成した。 

 

心身障害者（児）援護事業

のコンピュータシステム化等

の検討 

2-(6)-⑤ 

 

 平成 14 年４月１日から身体者障害者等手帳台帳、補装具交付、心身障害者福祉

手当、心身障害者医療費助成、自動車等燃料費助成、福祉タクシー券助成の各事

務を、また平成 15 年 4 月 1 日から日常生活用具給付、特別障害者手当、障害児福

祉手当、重度心身障害者手当の事務をシステム化した。このことにより、業務の正確

性の向上が図られた。 
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項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

保育所保育料及び学童保

育所育成料システム管理業

務の委託の廃止等 

２-(6)-⑤ 

 

①保育所保育料 

 平成 13年４月に電算システムの稼動により保育所保育料システム管理業務の委託

を廃止するとともに、口座引き落としの実施を行った。口座振込みによる納付状況

は、平成 13 年度末の 50％から平成 14 年度末の 64.7％へと改善した。 

 保育料未納状況の改善のため、公立保育園の在園者には園長を通じて納付の督

促をした。平成 14 年末に各保育園に口座振替推進と滞納者への納付促進のポスタ

ーを掲示した。 

 平成 15年度も口座振替の推進と滞納者への納付促進に努め、定期的な催告状の

送付、保育園（公立）を通じての納付の督促を実施した。その結果、平成 15 年度末

の口座振替率を 77.1％に向上させることができた。 

②学童保育所育成料 

 新規入所者の育成料の口座振替の推進に努め、その結果、口座振替の利用者は

平成 14 年度末の 64.2％から平成 15 年度末の 77.8％に改善した。 

母子・女性福祉資金貸付事

務電算システムの検討 

２-(6)-⑤ 

【最終目標達成済】 

 平成 14年４月の母子・女性福祉資金貸付事務電算システムの導入により台帳の管

理が簡素化され、償還の管理・納付書の送付等事務の効率化が図られた。 

 さらに、納付書送付事務に雇用していた臨時職員の雇用日数を削減できた。 

 平成 15 年度も引き続き事務の効率化に努めた。 

「白紙からの市民参加方式」

拡充の検討 

３-(1)-① 

 

 まちづくり研究所において、みたか市民プラン 21 会議の活動とその実績を検証す

る中で、「新しい協働型社会のあり方」について調査研究を行うため、第１分科会を設

置し検討を進めた。 

 平成15年６月に第１分科会の提言書「市民協働センターのあり方について」の提出

を受けた。 

実験参加方式拡充の検討 

３-(1)-① 

 

 まちづくり研究所第 1 分科会の中で、協働のまちづくりに向けた市民参加について

調査研究を行い、平成 15 年６月に提言書「市民協働センターのあり方について」の

提出を受けた。 

 また、ＩＴなどの先進技術を中心とした「先導的モデル事業」や「実証実験事業」の

手法を積極的に用い、市民、事業者、大学、行政の協働によって、事業展開を図る

「あすのまち・三鷹」プロジェクトを開始し、平成 15 年度も引き続き調査研究を行っ

た。（平成 14 年 7月 29 日：推進協議会設立） 

パートナーシップ推進指針

（仮称）の策定の検討 

（ＮＰＯ等への支援・連携の

推進） 

３-(1)-③ 

 

 まちづくり研究会の第１分科会で市民協働センターの設置及び地域通貨の支援の

検討、第２分科会で､自治基本条例（仮称）の研究が進められた。平成 15 年６月には

第１分科会の提言書「市民協働センターのあり方について」、平成 15年 11月には第

２分科会の報告書「三鷹市自治基本条例について」の提出を受けた。また、三鷹市

市民協働センター運営準備委員会において、市民活動支援組織の設置の検討を行

っている。今後は平成 16 年７月に企画運営委員会（仮称）を設置し、市民活動支援

等の仕組みづくりについて検討する。 

公共施設の維持管理におけ

る市民管理方式の導入 

            ３-(1)-④ 

 

 平成 13年 10 月１日より三鷹市公園等里親事業実施要綱を施行し、公園や緑地の

美化活動を市民ボランティア団体が行う管理方式（里親制度）を導入した。 

 平成 15 年度末で 23 団体の里親が 29 箇所の公園緑地で活動を行っている。 

 平成14年７月１日に三鷹市里親事業実施要綱を施行し、平成15年度末で届出数

20 団体が活動中である。Ｌ＝5,330ｍ 

 

広聴機能の充実 

市民相談処理要領の

改正 

３-(2)-④ 

【最終目標達成済】 

 「陳情、要望等に関する広報課市民相談担当事務処理要領」（平成 13年 4月 1日

改正）に基づき、市民からの陳情、要望及び依頼の処理について、緊急度に応じ回

答の期限をランクづけし、事務処理の適正化を進めた。 

（平成 16 年４月１日に要領の名称を「三鷹市陳情、要望等に関する取扱要領」に変

更した。） 

 

広聴機能の充実 

苦情処理の状況の公

表 

３-(2)-④ 

【最終目標達成済】 

 「広報みたか」（平成 14 年 8 月 18 日・平成 15 年 11 月 16 日発行）に前年度の「市

民の声」件数（各部別）、具体的なケースについての内容・対応・改善策などを掲載し

た。 
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項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

窓口手続き等の利便性の向

上  

ワン・ストップサービス

の拡充 

3-(2)-④ 

 

 市民課総合窓口で取扱いができる事務を拡大し、市民本位の窓口とするため平成

11 年度から税関系の証明書も取扱いを始めた。平成 15 年７月には、戸籍の届出も

同一職員が扱えるようにするため、市民課住民記録係を届出・証明係に組織改正を

行った。また、三鷹駅市政窓口では、平成 14 年 10 月から、夜間、土曜日もオンライ

ンシステムが利用できるようになり、即時処理できる業務が拡充された。 

 

窓口手続き等の利便性の向

上 

押印の廃止等手続き

の簡素化の推進 

３-(2)-④ 

【最終目標達成済】 

 規則に関しては、平成 13 年度までに、押印の廃止等が可能なものの規定を整備

し、押印の廃止等を行った。 

 要綱等に関しては、平成 13 年４月に押印の見直しについて通知を出し、各課にお

いて改正を行うよう徹底を図った。 

図書館サービスの改善  

図書館本館の開館時

間の延長 

３-(2)-④ 

 

 平成14年度から祝日開館（下連雀図書館を除く）を実施し、平成15年度は夏季期

間(７～８月)、三鷹駅前図書館を除いて通常の午前 10 時開館を 30 分早め、午前９

時 30 分開館を本格実施した（平成 14 年度は試行）。本館の午前 9 時 30 分から 10

時までの入館者は、一日の入館者の平均 5.5％の利用実績があり、市民サービス向

上の観点から一定の評価ができる。 

民間企業との積極的な連携

の推進・拡充 

３-(3)-① 

 

 平成 13年度においては、公設保育園の運営委託の実施、市立アニメーション美術

館の開館等で民間企業との連携による事業展開を進めた。 

 平成 14年度、平成 15年度は｢あすのまち･三鷹｣プロジェクトの実施等で、さらに連

携の多様化を図った。 

公共施設における利用料金

制度の導入 

３-(3)-⑤ 

 平成 13 年 10 月 1 日開館の三鷹市立アニメーション美術館の管理運営について、

利用料金制を導入した。美術館の管理運営は、(財)徳間記念アニメーション文化財

団（平成 13 年 9月 10 日設立）が行っている。 

高齢者のＩＴ活動等社会活動

の推進 

３-(3)-⑤ 

 

 平成13年度において、高齢者社会活動マッチング推進事業（三鷹いきいきプラス）

を実施した。 

 平成 14 年度、平成 15 年度は、会員の拡大、マッチングの推進、会員の IT 教育推

進などに取り組み、全体として事業の充実と拡大を図ったところであり、着実な拡大と

浸透が図られている。 

福祉の構造改革に伴う民間

活力の活用 

３-(3)-⑤ 

 

 介護保険制度に係る介護サービス提供の体制づくりを推進するため、サービス事

業者の参入及びサービスの質の向上を図ることを目的とし、事業者連絡会を支援し

ている。平成14年度は組織を改正して役員会が事業者連絡会全体を統括することと

し、居宅介護支援事業者部会、訪問サービス事業者部会、施設サービス事業者部

会、福祉用具事業者部会の４つの部会を設け、研修や情報交流会を、より専門的で

活用できる内容で開催し、多くの事業者の参加を得た。また、平成 15 年度は、保険

者（市）が主催する説明会を５回開催した。さらに市と共同して「介護保険事業者ガイ

ドブック」を更新、作成した。 

｢川上郷自然の村｣の管理運

営方式の検討 

            3-(3)-⑤ 

 平成 15 年度においては、一般利用者等の拡大を図るため小学校自然教室のあ

り方を２校合同方式とする準備を進めるとともに、周辺ガイドマップを作成した。 

「論点データ集」･「基礎用語

事典」の定期的な改定･発行 

 4-(1)-② 

 平成 16 年３月に新たな「論点データ集」及び「基礎用語事典」を発行した。今後第
３次基本計画の改定の市民参加の基礎資料として活用する。 

予定価格の事後・事前公表

の実施 

４-(4)-① 

【最終目標達成済】 

 試行結果を踏まえて、平成14年６月から3,000万円以上（平成15年４月以降2,000

万円以上）の工事入札案件については事前公表、130 万円を超え 3,000 万円未満

（平成 15 年４月以降 2,000 万円未満）の工事入札案件については事後公表とした。

 

外国籍市民に対する連絡文

書、通知文書のフォーマット

化推進 

（外国籍市民等への情報提

供の充実） 

４-(5)-① 

 平成 13 年度に実施した「外国籍市民のための通知文等対訳文例作成についての

調査」の結果に基づき、重要度・緊急性の高い文書等について担当課と調整の上、

子育て・健康・児童関連の対訳文等を作成した。平成 13 年度から平成 15 年度まで

において、英語版、中国語版、ハングル版の累計 31 件を作成し窓口対応等に提供

しており、特に平成 15 年度には「保育園の入園案内」冊子全体を翻訳し、外国籍市

民への情報提供に貢献した。 
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項  目 平成 15 年度までの実績と取り組みの効果等 

災害・緊急時における情報

伝達体制の整備の検討 

（外国籍市民等への情報提

供の充実） 

４-(5)-① 

 

 平成 13 年度からの２か年事業として、絵文字と英語を表記した避難所表示板の設

置を行い、防災拠点及び給水拠点についての整備が完了した。 

 平成 15 年１月には国際基督教大学と災害時応援協定を締結し、外国人対策にも

協力を求めていくことが可能となった。 

 また、平成16年1月に（財）三鷹国際交流協会と防災パートナーシップ協定を締結

し、情報連絡を中心とする外国人の支援体制について計８回にわたり検討を行い、

災害時外国人支援センター立ち上げについてのマニュアルの整備等を行った。今

後、（財）三鷹国際交流協会と協働して、防災訓練等を通じて情報連絡のための取り

組みを実施していく。 

 

（4） 実施方策掲載項目以外の取り組みの成果 
実施方策で個別の取り組み課題としたもの以外に、自治体経営の強化、事務事業の見直

し、経常経費の節減などの観点から、次のような取り組みを行いました。 
項  目 平成 15 年度の実績と取り組みの効果等 

大沢野川グラウンド使用料

の新設 

 サッカー・ラグビー場、テニスコート、野球場を備えた大沢野川グラウンドが平成 15

年４月１日にオープンした。有料施設として年間約 300 万円の収入があった。 

住民基本台帳カード手数料

の新設 

 住民基本台帳カードの導入に伴い、平成 15 年８月に住民基本台帳カードの交付

手数料を新設し、約 33 万円の収入があった。 

心身障害者通所助成事業

補助金等の見直し 

 心身障害者通所助成事業補助金、精神障害者共同作業所通所訓練助成事業補

助、心身障害者（児）通所訓練助成事業補助金、心身障害者通所授産助成事業補

助金のうち、都基準による補助を除いた市の単独助成の運営費助成の見直しを実施

し、平成 14 年度及び平成 15 年度に、前年度予算額の５％を削減した。 

ひとり親家庭休養ホーム利

用助成事業交通費補助金

の見直し 

 平成 13 年度の事業見直しの結果、段階的に事業終了へ向け見直しをした。以後

平成13年度 3,000円、平成14年度 2,000円、平成15年度 1,000円に助成額を

減額し実施した。平成 15 年度をもって事業を廃止した。 

ＳＯＨＯパイロットオフィス関

係費補助金の見直し 

 ＳＯＨＯパイロットオフィス管理運営費補助金については、実証実験事業の終了に

伴い平成15年度をもって交付を終了した。ＳＯＨＯ支援業務委託として毎年約3,500

千円の支出となり、補助金交付に比べ、80％以上の削減効果がある。 

三鷹台市政窓口運営費の

見直し 

 市政嘱託員を１人減し、三鷹駅市政窓口の一部業務委託の財源に充てた。 

心身障害者ホームヘルプサ

ービス運営事業（社会福祉

協議会委託）の見直し 

 平成15年４月市職員の出向を廃止し、社会福祉協議会が嘱託職員を雇用すること

により事業運営委託費の縮減を図った。 

 また、支援費制度の施行に伴い、市が行っていた視覚障害者及び知的障害者の

ガイドヘルプサービスを、社会福祉協議会が基準該当事業者として移動介護サービ

スとして行うこととした。 

 

消費者教育事業の見直し  通信制消費者講座については、費用対効果の面で検討し平成 14 年度で廃止し

た。また消費者教育関係費と情報収集提供事業を統合し、地域消費者セミナー・消

費者講座などの充実により、幅広く市民に専門的な学習の場及び情報を提供した。 

産婦健康診査の廃止 

 

 ３～４ヵ月児の健診時に実施してきたが、対象者のほぼ 100％近くが出産した病院

で、産後１ヵ月時に健診済みであり、平成 15 年度をもってこの事業を廃止した。 

「各部の運営方針と目標」の

策定 
 

 各部の取り組みを分かりやすく、市民に伝えるため、部の使命、各課の役割、部の
経営資源、実施方針、個別事業とその目標を記載した「各部の運営方針と目標」を

策定した。また広報みたかや市ホームページ等により、広く市民に公表した。 

「市長表彰・ベストプラクティ

ス表彰」の実施 
 市役所の各課の１年間の取り組みの中から、優れた実践を表彰する「市長表彰・ベ
ストプラクティス表彰」を実施した。選考基準は、①懸案課題の解決、②三鷹的な創

意工夫、新規事業への挑戦、③コスト削減のしくみづくり、④市民満足度の向上、⑤

経常業務の改善とした。優秀賞は、「用途地域等の見直しにおける新制度の導入」

（都市計画課）と「産業プラザ２期建設事業」（㈱まちづくり三鷹）であり、そのほかに優

良賞２件、努力賞３件であった。市民満足度の向上やコスト削減に対する積極的な

取り組みを促す効果があった。 
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市民協働センターの開設  市民活動や交流を支援するとともに、行政と市民との新しい「協働」のあり方を考

え、協働のまちづくりを推進するための施設として、平成 15 年 12 月に市民協働セン

ターを開設した。同センターは、その運営についても市民、ＮＰＯ・市民活動団体など

の参画による協働運営を目指しており、調査・検討を進めながら段階的に事業を拡

充し、協働運営に移行する。 

情報セキュリティの認証取

得 
 市民部市民課、各市政窓口及び企画部情報推進室の業務を対象範囲として、平

成 16 年１月に都内の自治体では初めて、情報セキュリティマネジメントシステムの国

際的な規格である「BS7799-2：2002」と国内の標準規格である「ISMS 認証基準

Ver.2.0」の２つの認証を同時に取得した。市の情報セキュリティ対策が一定の水準

以上にあり、これを継続的に維持、改善を行うことができる体制にあることを第三者の

公認審査員による審査により認められたものである。  

 

(5) 行財政システム改革実施方策の実施による財源効果《 参 考 》 
      単位：千円 

取 り 組 み 項 目 平成13年度決算 平成14年度決算

１ 受益と負担の適正化 3,867 353,420

２ 経常経費の節減とコスト意識の徹底 156,760 89,302

３ 事務事業等の見直し 

 (1) 補助金等の見直しの検討 13,656 133,833

 (2) 継続事業の見直し 48,317 59,355

４ 役割分担の見直しと民間委託化等の推進 107,254 34,666

５ 外郭団体の活用と統合 36,179 0

６ 職員定数の見直し 281,323 164,141

７ 低未利用地の積極的な活用 667,888

合   計 647,356 1,502,605

※ 平成12年12月に「三鷹市行財政システム改革実施方策」を策定し、それまでの「三鷹市行財政改革の方

策」による取り組みと成果を踏まえ、さらなる行財政改革の推進を図ることとしました。 

※ これに伴い、三鷹市行財政改革の方策の実施による財源効果として公表を行っていた行財政改革の財源

効果については、平成13年度の決算から実施方策に即した項目名に表記を改めました。 
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